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保育園等の適正配置及び公立保育園の民営化ガイドライン 

 

令 和 ７ 年 ７ 月  

糸 魚 川 市  

 

国では、平成 13年の規制改革から始まり、公立保育所の民間への運営委託の促進、

保育所への株式会社等の参入促進などの待機児童の解消に向けた取り組みが進められて

おり、令和５年にこども家庭庁を設置して、子育て世代の多様なニーズに対応した施策

を推進しています。 

 市では、第４次行政改革大綱・推進計画において、平成 17 年の市町合併からの検討

課題である「保育所等の民営化の検討」が挙げられており、計画的な施設修繕及び保育

の提供体制の維持・確保を図るため、保育のあり方や形態、施設の適正配置や民営化に

向けた検討をこれまで進めてきました。 

この間、糸魚川市の人口（住民基本台帳）は、平成 17 年４月の 50,518 人から令和７

年４月の 37,617 人と 20年間で、12,901 人の約 25.5％が減少しています。当初は子ど

もたちとその親世代の減少が進んでいましたが、今では高齢者世代を含めた全世代の減

少が始まり、人口減少に歯止めがかからない状況が続いています。 

また、保育園等の環境は、未満児保育の希望増加と国の保育士配置基準の強化に伴う

保育士の確保難、公立園では園舎の大規模改修において国等の支援がないことによる計

画的改修が見込めないなど、これまで以上に子育て環境・保育環境の維持が困難になっ

てきています。 

このような状況のなか、これからの糸魚川市の園等の子育て環境を維持するため、令

和６年 12月に市内保育園の適正配置と一定規模の保育園等の民営化に関する基本方針

を定め、検討をさらに進めることとしました。本ガイドラインは、保育園等の適正配置

及び公立保育園の民営化の進め方について、その考え方を具体的に示すことで、保護

者、関係者、一般市民の皆様からご理解いただけるよう作成したものです。 

 

 

基本方針                     

〇 地域特性を踏まえ、集団としての活動の充実が図れる適正規模を維持し、適正配

置･民営化等を推進 

〇 子どもの成長段階に応じた、持続可能で質の高い教育・保育を提供 

  

【補足資料　№2-1】
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１ 基本的な考え方 

(1) 保育園等の適正配置 

○保育園等の適正配置は、主に中学校区（地域範囲）を１つのまとまりとして、

現在の園児数、園舎老朽化の状態、地理的要件、園の運営形態等の条件を加味

したうえで、その区域における概ね 10 年後の保育園等の適正配置を見込みます。 

 

○次の場合に統合及び廃止を含めた検討を進めます。（特定地域型保育事業を除く。） 

・おおむね３年以内に利用園児数が 20 人を下回る園（見込みを含む。）がある場合 

・園舎の老朽化により、建物の維持が困難な状態となった園がある場合 

 

   ○次の適正配置の方向性に沿って検討を進めます。 

    ・地域範囲における１園当たりの園児数は、令和６年度より増加させる。 

・１園当たりの園児数は、国が示す保育所開設時の 60 人を目標とする。 

    ・中学校区内に少なくとも１園は配置する。 

・地域範囲における急激な園数の減少には配慮する。 

 

（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公立園(小)の統合  公立園(大)民営化 公･私園(小)の統合 私立園(小)の統合 

公立園(小)私立新設 公立園(小･中)統合        など       など 

       など       など 

  

公立園 

私立園 

地
域
方
針(

例) 

地域範囲 
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(2) 公立保育園の民営化 

・公立保育園の民営化とは、既存園の設置・運営主体を糸魚川市から民間の法人

に移管することをいいます。 

・民営化は、概ね 100 人以上の利用園児数が見込まれる園を対象とします。 

・園舎の建替の必要性が生じたときは、原則、民営化を検討します。 

・在園児への影響及びその保護者の不安を軽減するため、それまでの園の保育方

針等を引き継ぐ「引継保育・合同保育」を実施します。 

・市の一定の関与が可能な公私連携型保育所などの方式により、実施することと

します。 

・園の運営等は、行政と運営事業者が締結する基本協定に基づき、民間法人から

の提案を尊重しつつ、運営等に関する疑問等があったときは保護者からの依頼

により、保護者、民間法人、市との三者協議の場を設置し、疑問等の解消を図り

ます。 

・民営化の検討段階において、該当する園の保護者に対しては、速やかに説明会

等を開催し、募集条件や選定方法等を説明します。 

 

 （公立保育園の民営化イメージ図） 

     保育園、幼稚園等           指導、監視の体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園運営者 
 

糸魚川市 
(園児 100 人以上) 

園運営者 
 

民間法人 
(園児 100 人以上) 

 

指導監査（施設監査） 新潟県 

指導監査（確認監査等） 糸魚川市 

指導監査（施設監査）  新潟県 

指導監査（法人監査等） 糸魚川市 

※社会福祉法人のみ 

民営化後 

■公私連携型保育所における 

基本協定の協議等（３者協議） 

（保護者・民間法人・糸魚川市）  

民営化前 
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２ 基本的な進め方 

(1) 適正配置の基本的な進め方について 

ア 適正配置で想定する進め方 

対象年度 進め方等 

２年度前 ・公立保育園の統廃合を含めた関係者協議（地域方針検討） 

・関係者との協議（地域方針公表、実施） 

１年度前 ・関係者との協議 

（閉園する保育園の次年度園児募集を停止） 

実施年度 ・統合又は閉園、園舎解体 

 

イ 地域ごとの適正配置の検討の方向性 

  (ア) 能生中学校区 

    私立園を運営する法人の意向等を踏まえ、適正配置に向けた支援策等を再検討

します。 

 

  (イ) 糸魚川東中学校区 

    私立園を運営する法人の意向を踏まえ、公立園の統廃合を含めて適正配置に向

けた対応及び支援策を検討します。 

 

  (ウ) 糸魚川中学校区 

    糸魚川東保育園、やまのい保育園の民営化を検討します。私立園を運営する法

人の意向を踏まえつつ、園児数が 20 人以下となる見込みの小規模公立園の統廃

合を検討します。 

 

  (エ) 青海中学校区 

    ３園の統合を検討します。また、園舎を新設する場合は、その時点の想定園児

数等を踏まえて民営化を併せて検討します。 

 

ウ 保護者及び関係者協議の実施 

地域の方針は、保護者を含む関係者等と協議した意見等を反映します。 
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(2) 公立保育園等の民営化の基本的な進め方について 

ア 民営化までの基本的なスケジュール 

対象年度 進め方等 

２年度前 

・民営化する園の決定・公表 

・保護者説明会等の開催 

・引継法人の選定、決定 

・市、保護者、引継法人との協議（基本協定の締結） 

１年度前 ・引き継ぎ保育等の実施 

民営化実施年度 

・民営化 

・基本協定に基づく確認等 

・県、市の指導監査の実施 

イ 保護者説明会の実施 

 保護者説明会は、各園の個別具体的な計画の公表後、速やかに実施し、保護者に対

して情報提供します。また、保護者の意見や要望が反映できるよう努めます。 

ウ 運営者募集及び選定 

  (ア) 民営化を検討する園   

優先順位 園  名 理  由 

１ 

(R7 募集) 

糸魚川東 

保育園 

利用定員は 100 人を超え、地域の保護者の就労状

況は様々で休日や夜間時間等の就労状況の実態の

声もある。築 20 年を超えており施設設備の更新の

必要性がある。民間法人からの関心は高い。 

２ 

(R9 以降) 

やまのい 

保育園 

利用定員は 100 人を超え、糸魚川子育て支援セン

ター・めだか園の併設、医療ケア児の対応など通常

の保育所よりも複合的機能が多い。民間法人の関心

もある。外壁などを年次的に修繕している。 

３ 
その他 

園舎新設園 

園の統合等により園舎を新設する場合は、市の財

政状況等を考慮し、民営化の検討を行う。 

 (イ) 運営対象者 

     糸魚川市内に事務所を有する学校法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、営利法人

とし、市内外の認可保育園等の運営実績がある民間法人とします。 

(ウ) 運営法人の選定 

提案書類の審査、当該法人が運営している施設の実施調査、ヒアリング、経営

状況等を総合的に評価して、審査会にて決定します。 

 (エ) 選定の基準 

   公立保育園の保育水準を満たし、経営が安定し、かつ、適切な保育を実施する

ことができる民間法人を選定します。また、引き継ぐ民間法人（以下、「引継法

人」という。）は、協議により、児童福祉法第 56条の８に基づく公私連携型保育

所を運営する者として指定します。 
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(3) 公立保育園から民営化した場合の比較 

項 目 公立保育園 民営化保育園 

運営主体 糸魚川市 民間法人 

保 育 料 
３歳から５歳児 無料 

未満児は所得に応じて市が決定 
変更なし 

保 育 士 市職員（保育士） 民間法人職員（保育士） 

開園時間等 
（延長保育含） 

７時 30 分から 18 時 30 分 
左記と同等以上 

※時間延長は可能 

給  食 自園調理 変更なし 

入園手続き 市で申請受付 変更なし 

 

(4) 民営化により実施する保育内容 

 次に記載する公立保育園の保育を基準として、民間法人の提案により、これを上回

る保育サービスの実施も可能とします。 

休 園 日 日曜及び祝日、12 月 28 日から１月３日までの年末年始 

開園時間 ７時 30 分から 18 時 30 分まで 

職員配置 ・園長  １人 

・主任保育士 １人以上 

（栄養士   １人以上）※必要に応じて 

（看護師   １人以上）※必要に応じて 

・保育士   ０歳児   園児３人につき１人以上 

       １、２歳児 園児５人につき１人以上 

       ３歳児   園児 15 人に１人以上 

       ４、５歳児 園児 25 人に１人以上 

・調理員   自園調理の対応が可能な人数 

給  食 ・アレルギー児への対応含む 

・自園調理による完全給食 

 

(5) 引継・合同保育及び移管について 

ア 基本協定書に記載する内容 

  ・協定の目的となる公私連携型保育所の名称及び所在地 

・公私連携型保育所における保育等に関する基本的事項 

・市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項 

・協定の有効期間 

・協定に違反した場合の措置 

・その他、公私連携型保育所の設置及び運営に関し必要な事項 

イ 引継・合同保育の実施 

  ・引継保育は、市が主体となって、引継法人の希望を聞きつつ引継期間を設け、民
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３
者
協
議 

営化決定の翌年度の１年間を最大期間として実施します。引継法人の保育士給与

等は公定価格等に準じて市の負担を検討します。 

  ・合同保育は、引継保育終了後に引継法人が主体となり、必要に応じて市の保育士

等を派遣して行う保育で、１年間を最大期間として実施します。 

（引継、合同保育のイメージ） 

        令和●年度       令和●＋１年度     令和●＋２年度 

      ●月 ●+1 月  ３月 ４月         ３月 ４月     

 

 
 

 

 

 

 

   ①引継保育 運営主体は市で、民間法人保育士が引継ぎのための保育等を実施 

   ②合同保育 運営主体は民間法人で、市保育士等が合同で保育等を実施。 

ウ 園財産の譲渡等 

  民営化後も引継法人が安定的に保育を行えるよう、園舎等の市の財産の受け渡しは、

次の対応を基本とします。ただし、双方の協議等によってはこの限りでありません。   

糸魚川市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例等のできる範囲で対応します。 

項 目 基本対応 

土 地 無償貸付 又は 譲渡 

建物及び備品 無 償 譲 与 

 

(6) 基本協定に基づく市の役割 

   園の運営等は、民間法人からの提案を尊重しつつ、運営等に関する疑問等があっ

たときは、保護者からの依頼により、保護者、民間法人、市との３者協議の場を設

置し、疑問等の解消を図ります。 

（３者協議の場の開催までのイメージ図） 

 

           ②園運営の課題等に対する 

３者協議申し入れ 

 

 ⑤保護者通知 

                 ③３者協議開催の通知 

                

 

          ④３者協議の場の設定 

①引継保育 
民営化 

 

決定 

保護者 

運営法人 

糸魚川市 

①相談 

 協議 

  ※一部民間委託状態 

②合同保育 
①は決定１か月以後、最大で翌年度末まで 

②は最大１年まで 
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参考資料１ 市内保育園の一覧           （令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 園児数等の見込 

参考資料３ 保育園等の適正配置及び公立保育園の民営化Ｑ＆Ａ  

参考資料４ 公立保育園等の民営化に関するサウンディング型市場調査結果（R6） 

 

施設現状（令和７年４月１日現在）

地域 園　名
建築
年度

構造
新耐震
基準

施設面積
(㎡)

園児数
定員
(利用)

筒石保育園 H７ 木造 ○ 473.18 8 20

いずみ保育園 S59 木造 ○ 412.39 31 40

木浦保育園 S45 木造 △ 473.33 13 20

おひさま保育園 H24 木造 ○ 518.36 44 50

能生保育園 S57 鉄筋 ○ 633.18 35 40

131 170

大和川保育園 S53 鉄筋 ○ 691.20 37 60

西海保育園 S58 鉄筋 ○ 400.36 24 60

糸魚川東保育園 H15 木造 ○ 1,311.20 90 140

中央保育園 H10 木造 ○ 855.47 63 105

やまのい保育園 H24 木造 ○ 1,853.71 102 140

大野保育園 S63 鉄筋 ○ 445.00 26 60

根知保育園 H24 木造 ○ 230.26 0 30

はやかわ保育園 H11 木造 ○ 858.78 37 40

いくみ保育園 H７ 木造 ○ 565.59 33 50

糸魚川幼稚園 H28 鉄骨 ○ 1,064.03 70 95

糸魚川カトリック
天使幼稚園

H元 鉄骨 ○ 958.00 46 95

地 域 型 ひまわり保育園 (H17) 鉄骨 ○ 298.71 17 19

545 894

保 育 園 寺地保育園 H５ 木造 ○ 499.89 27 60

田沢幼稚園 H４ 鉄筋 ○ 962.04 41 140

青海幼稚園 H４ 鉄骨 ○ 829.99 32 120

100 320

776 1,384

青
海

公 立
幼 稚 園

青海地域計

計

糸
魚
川

保 育 園

公 立

私 立
こ ど も 園

糸魚川地域計

運営形態

能
生

保 育 園

私 立

こ ど も 園

能生地域計

(５)

(12)

(３)

(５)

(７)

(５)

(３)



保 育 所 等 の 将 来 見 込 に つ い て
〇学区別に見た子ども(未就学児)の数の推移 教育委員会事務局こども課（R7.3.31現在）

幼児 小学生 中学生 小学生 中学生 幼児 小学生 中学生

0-5歳 6-11歳 12-14歳 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 0-5歳 6-11歳 12-14歳 0-5歳 6-11歳 12-14歳

磯部小学校区 48 55 38 1 2 2 2 5 3 15 26 15 3 7 9 筒石

能生小学校区 194 214 116 18 15 15 20 19 29 116 157 93 78 96 54
いずみ、
木浦

能生

中能生小学校区 38 66 38 4 5 3 2 4 4 22 38 14 11 23 9 160人 87人

南能生小学校区 29 32 21 1 0 0 0 0 0 1 17 9 0 3 0

能生中学校区計 309 367 213 24 22 20 24 28 36 154 238 131 92 129 72

下早川小学校区 62 96 54 3 7 5 6 7 12 40 63 33 21 29 18

大和川小学校区 188 209 135 7 10 8 14 19 16 74 143 93 39 53 41 131人 57人

糸魚川東中学校区計 250 305 189 10 17 13 20 26 28 114 206 126 60 82 59

西海小学校区 80 116 51 7 4 4 4 6 3 28 47 37 33 37 14 西海

糸魚川東小学校区 255 312 167 41 31 33 43 31 48 227 299 130 207 225 107 糸魚川東

糸魚川小学校区 411 461 259 40 39 40 44 50 43 256 329 219 195 227 134
中央、や
まのい 504人 426人

大野小学校区 55 72 43 7 6 4 4 4 9 34 43 34 30 36 12 大野
(56人) (60人)

根知小学校区 29 29 18 0 0 0 1 2 1 4 10 21 0 0 3 （根知）

糸魚川中学校区計 830 990 538 95 80 81 96 93 104 549 728 441 465 525 270

田沢小学校区 186 253 139 10 7 16 16 12 15 76 143 100 48 55 44 田沢

青海小学校区 153 131 82 8 8 12 11 13 12 64 102 52 30 44 36 青海 112人 62人

青海中学校区計 339 384 221 18 15 28 27 25 27 140 245 152 78 99 80

計 1,728 2,046 1,161 147 134 142 167 172 195 957 1,417 850 695 835 481 907人 632人

合計

　　　　 　区分

 　学区

平成26年度 末
（2015/3/31）
住民基本台帳

令和６年度 末
（2025/3/31）
住民基本台帳

幼児

令和16年度 末
(2035/3/31)

見込み

現在の園配置

保育園等の将来見込
公立 私立

令和16年度
(2035.3.31)

園児数（見込）

おひさま

保育園
８園(休

1)

幼稚園
２園

保育園
６園

認定
こども園

４園

令和６年度
(2025.3.1)

園児数

大和川 いくみ

はやかわ

ひまわり

糸魚川幼

カトリッ
ク天使幼

寺地

4,935 3,224 2,011

　　　▲　コーホート変化率法に準じて推計

※ 園児数は、保護者が入りたい園を自

由に希望できたり、自宅での保育もあっ

て、「学区別の幼児数＝園児数」にはな

りません。

【
補
足
資
料
　
№
2-2】



施設カルテ全体は

こちらから

　　平均値 ： 同分類施設における1日あたり利用者数の平均　　

２　運営情報

－直営（直接管理）

生涯学習課

市有面積(㎡)

借地面積(㎡)

延床面積(㎡)の合計

指定管理者名

建物所有者

中分類

位
　
置
　
図

主
要
建
物

　構造

　階数

　建築年(西暦)

　法定耐用年数(年)

　経過年数(年)

　差引年数 

集会施設 地域

集会施設

行政財産

小分類

財産区分

４　利用情報

区分・単位
令和５年度令和４年度令和３年度

実績 前年比(%) 実績 前年比(%) 実績 前年比(%)

87.9%

100.0% 100.0%359 100.0%

糸魚川市　施設カルテ 作成年度：令和７年度

１　基本情報

施設名施設NO.

３　公共施設等総合管理指針による分類

所在地

所管課

全体面積(㎡)

設置目的 市民の生涯学習の振興に資するため（糸魚川市生涯学習センター条例）

管理形態

359 359

87.9%

利
用
者

年間利用人数(人)a 13,570 140.6% 14,860 109.5% 13,059

年間運営日数(日)b

41.4 109.5% 36.4１日あたり利用者数(人)a/ｂ 37.8 140.5%

うち利用日数(日) 359 100.0% 359 100.0% 359 100.0%

能生生涯学習センター11053

4

1975

50

49

1

2,872.94

能生1941-2

3,267.50

3,267.50

0.00

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造

糸魚川市

外
　
観

能生地域

7,797

利用者エリア

（具体的なエリア名）

利用者エリア人口(人)

１日あたりの利用者数の比較（単位：人）

0

20

40

60

80

100

120

令和３年度 令和４年度 令和５年度

能生生涯学習センター 平均値
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

令和３年度 令和４年度 令和５年度

年間利用人数の推移（単位：人）
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平均値 ： 同分類施設における1㎡あたり経費の平均　　  平均値 ： 同分類施設における1㎡あたり市負担額の平均　　

７　情報分析

旧基準

実施済

耐震化状況

老朽化率(%)

５　建物情報

耐震基準

耐震診断

耐震改修

実施済

対象

新基準又は対応済

法定点検

91.0% （老朽化率 ＝ 減価償却累計額 ／ 土地を除いた有形固定資産の取得価格）

スロープ 対応済

対応済手摺

対応済身障者用トイレ

対応済オストメイト対応トイレ

対応済ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応状況

収
入

国県支出金 0 0.0% 0 0.0% 0

６　収支情報

区分・単位
令和３年度 令和４年度 令和５年度

実績(千円) 前年比 実績(千円)

0.0%

料金 181 85.4% 213 117.7% 279 131.0%

前年比 実績(千円) 前年比

86.0%

収入　合計　A 555 70.4% 690 124.3% 689 99.9%

その他の経常的収入 374 64.9% 477 127.5% 410

0.0%

需用費(光熱水費、修繕費等) 4,371 106.3% 5,357 122.6% 6,005 112.1%

人件費　※実働時間から試算した数値　 0 0.0% 0 0.0%

役務費(通信料、広告料、保険料等) 95 99.0% 93 97.9%

0 0.0% 0

0

151 82.5% 151 100.0% 151

111.1%支出－収入(一般財源)B-A 8,122 102.8%

支
出

支出　合計　B 8,677 99.8% 9,681

102 109.7%

委託料(指定管理料)

4,060 106.3% 4,080 100.5% 4,421 108.4%

0.0%

111.6%

0 0.0%

委託料(指定管理料以外）

0 0.0%

0.1 100.0% 0.1 100.0% 0.1 100.0%

8,991 110.7%

100.0%

使用料及び賃借料 0 0.0% 0 0.0%

9,990

10,679 110.3%

その他の経常的経費

　　　　　　　　利用状況 ： 利用日数や１日当たりの利用者数を基にして算出した複数の数値を平均している。

 【 左図の説明 】

　・利用状況と老朽化率により、施設の状況
    を示しています。
　　「◆」の位置によって、施設の管理運営方
　　法の検証や、今後のあり方を検討する予定
　　です。
　

　・隣の棒グラフは、同分類施設における
　　１㎡あたりの市負担額の平均値を｢50｣と
　　した際の比較数値であり、コストの状況
　　を示しています。

糸魚川市　施設カルテ 作成年度：令和７年度

108.8%

1㎡あたりの市負担額　(B-A)/延床面積 2.8 100.0% 3.1 110.7% 3.5 112.9%

1㎡あたりの維持管理費　B/延床面積 3.0 100.0% 3.4 113.3% 3.7

経費に占める収入の割合A/B

検証

検証

あり方の

検討

○

１㎡あたりの経費（千円） １㎡あたりの市負担額（千円）

0

5

10

15

20

25

令和３年度 令和４年度 令和５年度

能生生涯学習センター 平均値

0

5

10

15

20

25

令和３年度 令和４年度 令和５年度

能生生涯学習センター 平均値

利用状況・老朽化率（%）、市負担額平均値比較（令和５年度）

0

50

100

050100

(低)(高)

(高)

利

用

状

況

老朽化率(%)

(低)

0.0

50.0

100.0

市

負

担

額

平

均

値

比

較

(高)

(低)

※同分類施設 ： 集会施設（中分類）、36施設※同分類施設 ： 集会施設（中分類）、38施設
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○ 全体構成 

   ・カルテの作成単位  １施設ごと 

   ・ページ構成     Ａ４版２ページ（表裏） 

   ・データ年度     令和５年度末 

   ・カルテ作成年度   令和７年度 

   ・表面の構成 

 

                      １ 基本情報 

 

 

                          

 

                    ２ 運営情報 

                      ３ 公共施設等総合管理指針による分類 

                      ４ 利用情報 

 

 

 

  

   ・裏面の構成 

                      

                      ５ 建物情報 

 

                      ６ 収支情報 

 

 

 

                      ７ 情報分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設カルテの説明 
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○ 表面の説明 

 １ 基本情報 

 

 

                             

                           土地に関する情報 

             

 

                           主要な建物に関する情報 

 

 

 

   ・市有面積     土地の面積は、登記簿面積を基本としている。 

   ・建築年（西暦）  主となる建物の建築年である。 

             改築の場合の建築年は変わらない。 

   ・法定耐用年数   市の資産台帳に登録した、法定耐用年数。 

   ・差引年数     目安として表示している。 

             老朽度を直接示す数字ではない。 

 

 

 ２ 運営情報 

 

 

 

 

   ・管理形態     直営      ：市職員が直接管理運営しているもの 

             直営（業務委託）：運営等を委託しているもの 

             指定管理    ：議会議決を経て、管理運営を民間に委任し 

ているもの 

 

 ３ 公共施設等総合管理指針による分類 

 

 

 

 

   分類は、総務省が例示する分類を参考とし、当市の分類を設定している。 

 

 



3 

 

 

 

 

４ 利用情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・１日あたり利用者数(人)a/b   運営日１日あたりの利用者としている。 

   ・グラフの縦の単位       同分類の他施設と比較しやすくするため、分類単

位で表示を統一している。 

   ・グラフの平均値        分類単位で比較するため同分類の平均値である。 
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○ 裏面の説明 

 ５ 建物情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

   分析や評価に反映しないが、一般的な情報として簡潔に記載している。 

 

   ・老朽化率     施設ごとに条件が異なるため、正確な老朽度は算出できない。 

しかしながら、分析や評価には目安となる数値が必要であるた

め、総務省が示す老朽化率により算出した参考数値である。 

 

   ・老朽化率の例示  老朽化率 10.0％ ： 新しい施設 

             老朽化率 90.0％ ： 老朽化が進んでいる施設 

       老朽度 

           100% 

        経年で老朽度が上昇 

50%                  経年で再び上昇 

 

               改修すると老朽度が下がる 

        0   10   20   30      40      50     経過年数 
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６ 収支情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   経常的な収支について記載しており、一般的にどのくらいの管理経費が必要なのか 

比較できるよう記載した。 

   大規模修繕などの臨時的な支出は記載していない。 

 

   ・収入の「料金」     施設の使用料である。 

                指定管理の施設は、指定管理者が収支を管理できる制度

であり、本カルテに記載しない場合がある。 

 

   ・1 ㎡あたりの・・・   建物が中心の施設は、1 ㎡あたりの額を記載している。 

                公園やグラウンド類は、１ha あたりの額としている。 

 

 

 

 

  



6 

 

 

 

 

７ 情報分析 

カルテの情報を分析しやすくするため、マトリクスで視覚化した。 

   ・老朽化率   「５建物情報」の老朽化率である。 

   ・利用状況   施設ごとに条件が異なるため、比較が難しい。 

           よって、目安として、利用日数や１日当たりの利用者数を基にして

算出した複数の数値を平均するなど、複数の数値を利用している。 

           特徴に合わせ、分類ごとに同じ方法で算出している。 

 

          必要な市負担額について、同じ分類で比較する「偏差値」である。  

                 50 より上段は他と比較して市負担が少なく、 

                 50 より下段は他と比較して市負担が多い（要検証） 

 

 

 

 

                              

                              

 

 

 

                             良好な状態と考えられる 

 

 

 

                施設は新しいが、利用が少ないため、検証を行う。 

 

            老朽が進行中であるものの、利用が多い。 

            今後の修繕計画等について、検証を行う。 

 

          老朽化率が進み、他の施設と比べて利用が少ない。 

          あり方の検討を要する。 

 

 

 

 

 

 

上記の例は、市負担額も他の施設と比べて高くなっている。 

また、老朽化が特に進んでいて、利用状況が他の施設よりも少ないことから 

「あり方を検証すべき施設」と言える。 



施設カルテの評価と分析 

 

１ 評価の状況 

年度 ○ 検証（低利用） 検証（老朽化） あり方検討 

R7 27 2 110 37 

R4 28 11 87 48 

比較 -1 -9 ＋23 -11 

 

 

２ 評価の推移 

 今回（R7）評価 

前回（R4）評価 ○ 検証（低利用） 検証（老朽化） あり方検討 

○：29 19  9 1 

検証（低利用）：11 2 2 5 2 

検証（老朽化）：86 3  68 15 

あり方検討：47   28 19 

追加・見直し 3    

 

 

３ 分析等 

 ・ 前回調査では、コロナ禍（R2）であり、施設利用者が減ったため、「あり方検討」

に分類される施設が多かったが、今回調査では、コロナ明け（R5）の利用状況が反映

され、「あり方検討」が減り、「検証（老朽化）」が増となった。 

 ・ 前回「○」は 29 施設であったが、うち９施設が「検証（老朽化）」、１施設が「あ

り方検討」という評価となった。 

 ・ 前回「検証（低利用）」は 11 施設であったが、うち２施設が「○」へ改善、５施設

が「検証（老朽化）」、２施設が「あり方検討」という評価となった。 

 ・ 前回「検証（老朽化）」は 86 施設であったが、うち３施設が「○」へ改善、15 施

設が「あり方検討」という評価となった。 

 ・前回「あり方検討」は 47 施設であったが、うち 28 施設が「検証（老朽化）」へ改善

となった。 

 

 

４ 今後の方針 

 ・この施設カルテの内容及び評価結果に基づき、各施設の今後の方向性（維持、統合、

縮小、廃止等）を定めながら、公共施設等総合管理指針の改訂作業を進める。 
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施設カルテ作成施設一覧

は、前回調査の評価

○
検証

(低利用)
検証

(老朽化)
あり方
検討

1 集会施設 1 能生生涯学習センター 能生1941-2 生涯学習課 集会施設 1

1 集会施設 2 青海生涯学習センター 青海4690 生涯学習課 集会施設 1

1 集会施設 3 浦本地区公民館 中浜1362-1 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 4 下早川地区公民館 上覚22-2 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 5 上早川地区公民館 土塩977-4 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 6 大和川地区公民館 大和川6346-1 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 7 西海地区公民館 水保1845 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 8 糸魚川地区公民館 横町1丁目14-1 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 9 大野地区公民館 大野2303-1 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 10 根知地区公民館 和泉355-3 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 11 小滝地区公民館 小滝5230 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 12 今井地区公民館 中谷内1219 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 13 磯部地区公民館 筒石355-2 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 14 小泊地区公民館 能生7567-7 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 15 西能生地区公民館 桂490-1 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 16 中能生地区公民館 大沢241-2 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 17 上南地区公民館 槙248 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 18 木浦地区公民館 木浦3722-3 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 19 田沢地区公民館 田海13-2 生涯学習課 地区公民館 1

2 集会施設 20 市振地区公民館 市振904 生涯学習課 地区公民館 1

1 集会施設 21 須沢支館 須沢697-1 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 22 今村新田支館 今村新田587 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 23 八久保支館 田海13-2 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 24 田海支館 田海559-8 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 25 高畑支館 田海2755-1 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 26 寺地支館 寺地150 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 27 名引支館 寺地224-1 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 28 東町支館 青海281-1 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 29 西町支館 青海917-1 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 30 中央支館 青海1013-2 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 31 大沢支館 青海2673-3 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 32 歌支館 歌861 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 33 外波支館 外波360-38 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 34 市振支館 市振897-4 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 35 玉ノ木支館 市振1132 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 36 上路支館 上路1027 生涯学習課 支館 1

1 集会施設 37 磯部ふれあい会館 藤崎992 生涯学習課 集会所 1

1 集会施設 38 能生青年の館 能生519 生涯学習課 その他 1

38 小計 施設数 6 0 32 0

2 文化施設(市民会館） 1 糸魚川市民会館 一の宮1丁目2-1 文化振興課 市民会館 1

2 文化施設(市民会館） 2 青海総合文化会館（きらら青海） 青海99 文化振興課 市民会館 1

2 文化施設(市民会館） 3 ビーチホールまがたま 寺町4丁目3-1 福祉事務所 市民会館 1

2 文化施設(市民会館） 4 能生マリンホール 能生小泊3596-3 文化振興課 市民会館 1

4 小計 施設数 0 0 3 1

3 図書館 1 市民図書館（糸魚川） 一の宮1丁目2-3 生涯学習課 市民図書館 1

3 図書館 2 能生図書館 能生1941-2 生涯学習課 市民図書館 1

中
分
類
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設
№

中分類 小分類施設名称 課名所在地

一次評価
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3 図書館 3 青海図書館 青海99 生涯学習課 市民図書館 1

3 小計 施設数 1 0 2 0

4 博物館等 1 糸魚川フォッサマグナミュージアム 一ノ宮1313 文化振興課 博物館等 1

4 博物館等 2 長者ケ原考古館 一ノ宮1383 文化振興課 博物館等 1

4 博物館等 3 糸魚川歴史民俗資料館 一の宮1丁目2-2 文化振興課 博物館等 1

4 博物館等 4 能生歴史民俗資料館 能生7471 文化振興課 博物館等 1

4 博物館等 5 海の資料館　越山丸 能生小泊3596-10 能生事務所 博物館等 1

4 博物館等 6 マリンミュージアム海洋 能生小泊3596-4 能生事務所 博物館等 1

6 小計 施設数 0 0 3 3

5 スポーツ施設 1 糸魚川市民総合体育館 上刈4丁目3-1 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 2 亀が丘体育館 一の宮1丁目2-4 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 3 西海コミュニティスポーツセンター 水保1850 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 4 南西海体育館 道平36 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 5 早川交流促進センター 東海238 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 6 アクアホール 竹ケ花579 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 7 姫川コミュニティスポーツセンター 大野6823-12 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 8 小滝地区小体育館 小滝5230 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 9 田沢体育館 田海13-2 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 10 能生体育館 能生1200 生涯学習課 市民体育館 1

5 スポーツ施設 11 美山球場 大野65-1 生涯学習課 野球場 1

5 スポーツ施設 12 能生球場 能生2392 生涯学習課 野球場 1

5 スポーツ施設 13 青海総合グラウンド 青海672 生涯学習課 グラウンド 1

5 スポーツ施設 14 姫川運動広場 寺島1172-4 生涯学習課 グラウンド 1

5 スポーツ施設 15 小滝運動広場 小滝4572-2 生涯学習課 グラウンド 1

5 スポーツ施設 16 下早川運動広場 東海235 生涯学習課 グラウンド 1

5 スポーツ施設 17 布引グラウンド 大平寺2403 生涯学習課 グラウンド 1

5 スポーツ施設 18 美山テニスコート 大野65-1 生涯学習課 テニスコート 1

5 スポーツ施設 19 能生テニスコート 能生4460 生涯学習課 テニスコート 1

5 スポーツ施設 20 名引山テニスコート 青海672 生涯学習課 テニスコート 1

5 スポーツ施設 21 美山陸上競技場 大野65-1 生涯学習課 陸上競技場 1

5 スポーツ施設 22 シーサイドバレースキー場 山口151-1 商工観光課 スキー場 1

5 スポーツ施設 23 シャルマン火打スキー場 西飛山1821 能生事務所 スキー場 1

5 スポーツ施設 24 健康づくりセンター(はぴねす） 大字須沢2049-1 健康増進課 健康づくりセンター 1

5 スポーツ施設 25 B&G海洋センタープール 能生小泊3596-1 生涯学習課 市民プール 1

25 小計 施設数 5 1 13 6

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 1 糸魚川ジオステーションジオパル 大町1丁目7-47 商工観光課 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 2 白馬山麓国民休養地（高浪の池） 小滝19336 商工観光課 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 3 ヒスイ峡キャンプ場 小滝19890 商工観光課 キャンプ場等 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 4 ヒスイ峡フィッシングパーク 小滝19890 商工観光課 キャンプ場等 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 5 親不知ピアパーク 外波903-1 青海事務所 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 6 親不知ピアパーク（親不知交流センター） 外波106 青海事務所 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 7 柵口温泉権現荘 田麦平26-1 能生事務所 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 8 都市交流促進センター 田麦平7-2 能生事務所 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 9 長者温泉ゆとり館 木浦18778 能生事務所 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 10 グリーンメッセ能生 島道1263-1 能生事務所 ゴルフ場 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 11 大平やすらぎ館 島道1302-2 能生事務所 観光施設 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 12 須沢オートキャンプ場 須沢2052-118 青海事務所 キャンプ場等 1
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6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 13 美山キャンプ場 大野65-1 生涯学習課 キャンプ場等 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 14 荒崎キャンプ場 能生小泊2742-1 能生事務所 キャンプ場等 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 15 海谷三峡パーク 御前山662 農林水産課 キャンプ場等 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 16 雨飾山麓しろ池の森 大久保地内 農林水産課 キャンプ場等 1

6 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設 17 不動滝いこいの里 大谷内2169 ほか 農林水産課 キャンプ場等 1

17 小計 施設数 2 1 10 4

7 学校教育系施設 1 磯部小学校 筒石500 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 2 能生小学校 能生4485 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 3 南能生小学校 溝尾2991-4 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 4 中能生小学校 平404 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 5 木浦小学校 木浦6073 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 6 下早川小学校 日光寺322 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 7 大和川小学校 田伏87 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 8 西海小学校 羽生1937 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 9 糸魚川東小学校 東寺町2丁目4-1 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 10 糸魚川小学校 中央1丁目2-1 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 11 大野小学校 大野2044-1 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 12 根知小学校 東中5121-1 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 13 田沢小学校 田海13-2 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 14 青海小学校 青海382 こども課 小学校 1

7 学校教育系施設 15 能生中学校 能生2643 こども課 中学校 1

7 学校教育系施設 16 糸魚川東中学校 梶屋敷433 こども課 中学校 1

7 学校教育系施設 17 糸魚川中学校 上刈4丁目1-1 こども課 中学校 1

7 学校教育系施設 18 青海中学校 寺地1160 こども課 中学校 1

7 学校教育系施設 19 教育相談センター 寺町2-8-32 こども教育課 その他教育施設 1

7 学校教育系施設 20 教育研修センター（旧今井小学校） 西中1491 こども教育課 その他教育施設 1

7 学校教育系施設 21 能生学校給食センター 能生2752-1 こども課 その他教育施設 1

21 小計 施設数 5 0 15 1

8 子育て支援施設 1 大和川保育園 大和川978 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 2 西海保育園 水保1843 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 3 糸魚川東保育園 東寺町2丁目4-2 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 4 中央保育園 横町2丁目7-20 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 5 やまのい保育園・めだか園・子育て支援センター 上刈1丁目14-1 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 6 大野保育園 大野1980-1 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 7 寺地保育園 寺地150-1 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 8 根知保育園 山口120-2 こども課 保育園 1

8 子育て支援施設 9 田沢幼稚園 田海13-2 こども課 幼稚園 1

8 子育て支援施設 10 青海幼稚園 青海675 こども課 幼稚園 1

8 子育て支援施設 11 能生児童館 能生1180-2 こども課 幼児・児童施設 1

11 小計 施設数 0 0 6 5

9 保健・福祉施設 1 糸魚川保健センター 南寺町1丁目1-7 健康増進課 保健センター 1

9 保健・福祉施設 2 青海保健センター 大字田海5609 健康増進課 保健センター 1

9 保健・福祉施設 3 能生地域活動支援センター 大字能生1170-2 福祉事務所 障害福祉施設 1

9 保健・福祉施設 4 青海総合福祉会館（ふれあい） 田海605 青海事務所 その他社会福祉施設 1

4 小計 施設数 1 0 3 0

10 医療施設 1 こころの総合ケアセンター 南寺町1丁目1-6 健康増進課 診療所 1

1 小計 施設数 0 0 1 0
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11 行政系施設 1 市役所　本庁 一の宮1丁目2-5 総務課 市役所 1

11 行政系施設 2 能生事務所 能生1941-2 能生事務所 能生事務所 1

11 行政系施設 3 青海事務所 青海4648-11 青海事務所 市庁舎 1

3 小計 施設数 1 0 2 0

12 消防施設 1 消防庁舎 南寺島2丁目10-20 消防本部 消防署 1

12 消防施設 2 能生分署 能生1941-2 消防本部 消防署 1

12 消防施設 3 青海分署 青海4648-11 消防本部 消防署 1

12 消防施設 4 早川分遣所 道明443-1 消防本部 消防署 1

4 小計 施設数 2 0 2 0

13 公営住宅 1 市営住宅（美山） 上刈4丁目-14 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 2 市営住宅（横町　西浜） 横町1丁目17-3 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 3 市営住宅（西浜13号　旧教職員住宅） 横町5丁目31-1 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 4 市営住宅（梶屋敷） 梶屋敷11-10 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 5 市営住宅（田伏） 田伏926-1 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 6 公営住宅（能生） 能生2456-6 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 7 公営住宅（寺地） 寺地1853-2 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 8 公営住宅（須沢公園） 須沢3188 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 9 公営住宅（須沢） 須沢2045-1 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 10 公営住宅（外波） 外波360-53 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 11 公営住宅（玉ノ木） 市振1965-3 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 12 公営住宅（上路） 上路1099-1 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 13 市営住宅（本町　復興） 本町1091 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 14 市営住宅（南寺町） 南寺町1丁目178-8 建設課 公営住宅 1

13 公営住宅 15 雇用促進住宅サン・コーポラス能生 大王566-7 商工観光課 公営住宅 1

13 公営住宅 16 高齢者共同住宅　桜木荘 能生1682-5 福祉事務所 公営住宅 1

13 公営住宅 17 新規就農者支援住宅（上路） 上路1087-3 農林水産課 公営住宅 1

17 小計 施設数 1 0 12 4

14 公園 1 美山公園 大野65-1 建設課 都市公園 1

14 公園 2 能生海洋公園 能生小泊2313-2 ほか 能生事務所 総合公園 1

14 公園 3 神道山公園 小見1439 能生事務所 公園 1

14 公園 4 名引山公園 青海672 青海事務所 総合公園 1

14 公園 5 須沢臨海公園 須沢2052-2 青海事務所 海岸公園 1

14 公園 6 上早川農村公園 土塩地内 農林水産課 農村公園 1

14 公園 7 不動山農村公園 越地内 農林水産課 農村公園 1

14 公園 8 西海農村公園 田中637 生涯学習課 農村公園 1

8 小計 施設数 0 0 2 6

15 供給処理施設 1 ごみ処理施設 須沢2051-1 環境生活課 処理施設 1

15 供給処理施設 2 し尿処理施設 須沢2051-1 環境生活課 処理施設 1

2 小計 施設数 1 0 1 0

16 斎場等・一般行政財産 1 糸魚川市斎場 一ノ宮770 環境生活課 斎場 1

16 斎場等・一般行政財産 2 能生火葬場 鶉石74 環境生活課 斎場 1

16 斎場等・一般行政財産 3 焼山の里ふれあいセンター 中川原新田97-1 農林水産課 その他 1

16 斎場等・一般行政財産 4 木地屋の里 大所797-1 農林水産課 その他 1

16 斎場等・一般行政財産 5 おててこ会館 山寺1997 文化振興課 その他 1

16 斎場等・一般行政財産 6 上路山村振興センター（山姥の里） 上路1097-1 農林水産課 その他 1

16 斎場等・一般行政財産 7 美山多目的集会施設 大野214-2 生涯学習課・商工観光課 その他 1

16 斎場等・一般行政財産 8 ピアタウン青海多目的施設（ほっこり館） 須沢2616-1 青海事務所 その他 1
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施設カルテ作成施設一覧

○
検証

(低利用)
検証

(老朽化)
あり方
検討

中
分
類

施
設
№

中分類 小分類施設名称 課名所在地

一次評価

16 斎場等・一般行政財産 9 青海新幹線高架下施設 須沢2615-1 青海事務所 その他 1

16 斎場等・一般行政財産 10 移住体験交流施設 東中809 企画定住課 その他 1

16 斎場等・一般行政財産 11 駅北広場（キターレ） 大町2丁目1-19 都市政策課 その他 1

11 小計 施設数 2 0 2 7

17 普通財産 1 自動車置場 ― 財政課 普通財産 1

1 小計 施設数 0 0 1 0

176 合計 施設数 27 2 110 37

R4 174 R4 28 11 87 48

比較 -1 -9 23 -11

前回（R4）の評価 ○
検証

(低利用)
検証

(老朽化)
あり方
検討

○：29 19 9 1

検証（低利用）：11 2 2 5 2

検証（老朽化）：86 3 68 15

あり方検討：47 28 19

追加・見直し 3

27 2 110 37

今回（R7）の評価
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公共施設等総合管理指針の改訂について 

 

 

１ 公共施設等総合管理指針 

⑴ 概  要  公共施設の現状、課題を分析し、今後のあり方や管理に関する基本方

針を定めるもの 

⑵ 策定年月  平成 28 年３月８日 

⑶ 計画期間  平成 27 年度から令和 36 年度までの 40 年間 

⑷ 基本方針  ①社会情勢の変化に応じた適正配置を進める。 

         ②マネジメントによる効率的・効果的な管理を行う。 

         ③長寿命化を図る。 

         ④財政負担を軽減、平準化する。 

⑸ 経過等    

時期 策定・改定等の状況 

平成 30 年度 個別施設計画策定（R1～R10） 

令和元年度 施設カルテ作成（H27～H29） 

令和２年度 総合管理指針改訂 

令和４年度 施設カルテ更新（H30～R2） 

令和５年度 個別施設計画改訂（R1～R10、中間見直し） 

 

 

２ 改訂の考え方（改訂内容） 

 ⑴ 原則５年ごとに見直し（改訂時期：令和８年３月予定） 

 ⑵ 前回改訂から５年が経過することから、これまでの取組や状況の変化を反映 

   ・現状と課題（人口推移、保有資産、財政見通し、将来更新費用等）を時点修正 

   ・資料（施設一覧、分布図）を時点修正 

   ・その他、国の指針に基づく必要項目の搭載 

 ⑶ 個別施設計画、施設カルテとの整合を図る。 

 

 

３ 今後の予定 

時期 対応等 

令和７年９月～ 改訂作業（時点修正等） 

    10 月～ 地区訪問懇談会で見直しについて説明 

12 月 総務文教常任委員会報告（改訂素案） 

令和８年１月 パブリックコメント 

３月 総務文教常任委員会報告、総合管理指針改訂 

 

総務文教常任委員会提出資料 

令和７年９月 16 日 財政課 №１ 

【補足資料　№3-5】



 

糸魚川市 第三セクターに関する指針（構成案） 

 

１．背景と目的 

第三セクターは、公共性と企業性を併せ持ち、地域振興や住民福祉に貢献しています。 

一方で、経営悪化は市財政に影響を及ぼすため、効率的かつ健全な運営が求められます。 

本指針は、第三セクターのあり方を整理し、今後の関与方針を明確にすることを目的として

います。 

 

 

２．基本方針 

⑴ 自立化の促進：健全な法人は市の関与を減らし、自主運営を支援。 

 

⑵ 健全化の推進：経費削減や効率化により、経営の安定化を図る。 

 

⑶ 民営化の推進：社会的役割がある法人は、株式譲渡等により民営化を検討。 

 

⑷ 統合の検討：類似法人の統合や管理部門の連携により効率化を図る。 

 

⑸ 廃止の判断：役割を終えた法人や改善困難な法人は廃止を含め見直し。 

 

 

３．行政の関与の考え方 

⑴ 必要最小限の関与としつつ、経営状況の監査・評価を通じて財政リスクを管理。 

 

⑵ 採算性・公共性・将来性を精査し、事業継続の是非を判断。 

 

⑶ 情報公開と議会報告により透明性を確保。 

 

 

４．公的支援の基本姿勢 

⑴ 原則として損失補償や貸付等の支援は行わず、自助努力を基本とする。 

 

⑵ 例外的に支援が必要な場合は、条件・上限・期限を明確に設定。 

【補足資料　№4】



 

 

 市のホームページはこちら 

 【自動車置場の貸付】 

【補足資料　№5】


